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施策の大綱 6 施策の推進に向けて

【施策22】 持続可能な行財政運営

進捗状況を見る主な指標

市民・事業者の取組内容

● 行財政運営が適切に行われているか注視し、適切な行政サービスのあり方や必要な受益者負担への理解
を深め、協力します。

● 行財政運営が適切に行われているか注視します。

まちづくり寄附金額

目標値（R12）

2,400万円2,400万円

現状値（R6）基準値（R1）

254万円

財政健全化判断比率（実質赤字比率） 黒字黒字黒字

指 標 名

UP

市　民

事業者

市民意識の主な指標

「計画的な行政運営に満足している」と思う市民の割合

目標値（R12）現状値（R6）

15.6％

基準値（R1）

14.5％

指 標 名

市民・事業者の取組内容

女性管理職の登用（課長級以上の管理職の割合） 30％22.1％19.0％

資料編
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１　第五次大阪狭山市総合計画中間見直し等の趣旨

令和１２年度（2030年度）を目標年度とした第五次大阪狭山市総合計画について、令和

８年度（2026年度）に中間年度を迎えること、また、第２期大阪狭山市総合戦略の計画期

間の最終年度が令和７年度（2025年度）であることから、これまでの施策の進捗状況や本

市を取り巻く情勢等の変化等を踏まえて、第五次総合計画の中間見直し（後期基本計画

の策定等）を行うとともに、次期総合戦略を策定する。

２　基本的な考え方

（1） 総合計画（基本構想、基本計画）の見直し

基本構想は、現状分析やこれまでの取組みの実施状況の分析等を実施した上で、必

要に応じて改定を行う。また、基本計画は、市の施策全般をその体系に沿って取りまとめ

た従来の「体系別計画」について、各施策の課題、取組内容、指標等の見直しを行い、後

期基本計画を策定する。

（2） 総合戦略等との統合

次期総合戦略については、第五次総合計画の見直しとあわせて一体的に検討し、総合計

画と総合戦略を一体のものとして策定する。また、検討するにあたっては、国や大阪府の総

合戦略の内容を勘案するとともに、人口ビジョンについても必要に応じて時点修正を行う。

３　考慮する社会経済情勢の変化と市が抱える課題への対応

デジタル化の進展やアフターコロナの新たなライフスタイルへの対応など、大きく変化す

る社会経済情勢に加え、学校園を含む公共施設の再配置、まちの拠点整備など、市が今

後取り組むべき諸課題に対し、的確かつ柔軟に対応した計画とする。

４　推進体制

（1） 総合計画・総合戦略審議会

総合計画・総合戦略審議会は、大阪狭山市附属機関設置条例に基づき設置された市

長の附属機関で、識見を有する者、関係団体代表者、公募市民等により組織し、第五次

総合計画の中間見直し等に関する調査及び審議を行う。

（2） 総合計画・総合戦略策定委員会

総合計画・総合戦略策定委員会は、副市長、教育長、部長級職員により組織し、第五次

総合計画の中間見直し案等について最終的な調整を行うなど、庁内案として意思決定す

る。なお、中間見直し案の作成は、すべての市職員が主体的に検討に参加し、全庁的な

体制で取り組むこととする。

第五次大阪狭山市総合計画中間見直し等方針 1 市民意識調査

第五次総合計画の見直しに係る基礎資料とするため、市内在住の16歳以上の市民3,000

人を対象にアンケート調査を実施しました。

◆ 実施時期：令和6年６月25日（火曜日）～7月30日（火曜日）

◆ 有効回収率：41.0％

※ 調査結果の概要は、P116～P117

2 議員全員協議会

第五次総合計画の見直しにおける検討状況等の説明（情報提供）を行い、市議会から意見

等をいただきました。

◆ 実施時期：令和6年11月21日（木曜日）、令和7年9月25日（木曜日）

3 パブリックコメントの実施

第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画（第3期大阪狭山市総合戦略））

（素案）をホームページで公表し、市民から意見等をいただきました。

◆ 実施時期：令和7年9月30日（火曜日）～令和7年10月20日（月曜日）

◆ 意見等件数：5名（13件）

資料編

中間見直し等方針／市民参画による計画づくり

中間見直し等方針 市民参画による計画づくり
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大 狭 企 第 ８ ４ 号
令和7年（2025年）2月25日

第五次大阪狭山市総合計画の中間見直し及び

第３期大阪狭山市総合戦略の策定について（諮問）

第五次大阪狭山市総合計画を中間見直しするとともに、第３期大阪狭山市総合戦略を

策定するにあたり、貴審議会の意見を求めます。

大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会会長様

大阪狭山市長　古川　照人

令和7年（2025年）8月28日

第五次大阪狭山市総合計画の中間見直し及び

第３期大阪狭山市総合戦略の策定について（答申）

令和7年（2025年）2月25日付け大狭企第84号で諮問された第五次大阪狭山市総合計

画の中間見直し及び第３期大阪狭山市総合戦略の策定につきまして、大阪狭山市総合計

画・総合戦略審議会において慎重に審議いたしました結果、別添のとおり答申いたします。

なお、この答申を十分に尊重して計画を策定されますとともに、計画策定後は、その計

画の実現に向けてご努力されますよう要望いたします。

大阪狭山市　　古川　照人　様

大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会
会　長　　上甫木　昭春

桃山学院大学　社会学部　教授
大阪府立大学　名誉教授
大阪大谷大学　教育学部　教授
大阪府　政策企画部　企画室　推進課
近畿大学  総合社会学部  環境・まちづくり系専攻  教授
帝塚山学院大学　リベラルアーツ学部　教授
大阪狭山市農業委員会代表
狭山中学校区まちづくり円卓会議代表
特定非営利活動法人南中学校区円卓会議代表
大阪狭山市社会福祉協議会代表
勤労者代表
大阪狭山市商工会代表
金融機関代表
第三中学校区まちづくり円卓会議代表
大阪狭山市青少年指導員会代表
大阪狭山市自治会地区会連合会代表
公募市民
公募市民

小野　達也

上甫木　昭春

地下　まゆみ

冨田　充俊

久　隆浩

溝手　真理

上田　幸男

大西　圭介

菊屋　英一

酢谷　貢

寺坂　出

中嶋　芳彦

南城　克彦

西井　忠好

野村　佑

山村　歳幸

金谷　雅夫

小松　茂美

○

◎

学識経験のある者
（６名）

関係団体代表者
（１０名）

一般市民
（２名）

第１回審議会 令和7年 2月25日

● 第五次大阪狭山市総合計画及び第２期大阪狭山市総合戦略に
ついて

● 第五次大阪狭山市総合計画中間見直し等方針について
● 第五次大阪狭山市総合計画中間見直しスケジュール（案）について
● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想）（素案）について
● 第1回大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会の振り返りについて
● 第五次大阪狭山市総合計画（後期基本計画）
（素案）について（序章及び第１章から第３章まで）

第２回審議会 令和7年 4月11日

● 第2回大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会の振り返りについて
● 第五次大阪狭山市総合計画（後期基本計画）（素案）について
（第４章から第６章まで）
● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画）　　　
（答申案）について

第３回審議会 令和7年 5月16日

第４回審議会 令和7年 7月14日

● 第五次大阪狭山市総合計画の中間見直し及び第3期大阪狭山市
総合戦略の策定について（答申）答　申 令和7年 8月28日

資料編

審議会への諮問／審議会からの答申／審議経過／大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会委員

審議経過

審議会からの答申 大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会委員

摘　要氏　名区　分

審議等の内容月　日年

委員18名（敬称略／区分ごとに五十音順）
◎は会長　〇は副会長

審議会への諮問
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第１回
策定委員会

第２回
策定委員会

第３回
策定委員会

第４回
策定委員会

第５回
策定委員会
第６回

策定委員会

第７回
策定委員会

令和6年 5月14日
● 第五次大阪狭山市総合計画中間見直し等方針及びスケジュール
について

● 基本計画の総括及び市民意識調査について（今後の予定）
● 第五次大阪狭山市総合計画中間見直し等方針について
● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想）見直しの方向性について
● 「第五次大阪狭山市総合計画中間見直し」に関する市民意識調
査結果（速報）について

● 第五次大阪狭山市総合計画（基本計画）の進捗状況等について

令和6年 9月17日

● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画）（庁内案
（原案））について
● 大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会委員について
● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画）（庁内案
（素案））について
● 大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会の委員及びスケジュール
について

● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画）（素案）に
対するパブリックコメントの実施について

令和6年 11月12日

令和7年 9月17日

● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画）（案）に
ついて令和7年 11月4日

令和7年 2月5日

● 第五次大阪狭山市総合計画（基本構想・後期基本計画）（答申案）
について令和7年 7月7日

（趣旨）
第１条　この規則は、大阪狭山市附属機関設置条例（平成２５年大阪狭山市条例第６号。以下
「条例」という。）第３条の規定に基づき、大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会（以下「審議
会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
（組織）
第２条　審議会は、委員２２人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
（１）識見を有する者
（２）関係団体の代表者
（３）公募市民
（４）その他市長が必要と認める者
（任期）
第３条　委員は、大阪狭山市総合計画及び大阪狭山市総合戦略等の策定についての調査、研
究及び審議が終了したときは、退任するものとする。
２　委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（会長及び副会長）
第４条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）
第５条　審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（部会）
第６条　会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
２　部会は、会長が指名する委員で組織する。
３　部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
４　部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告するも
のとする。
５　前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部
会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
（関係者の出席等）
第７条　会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴
き、又は資料の提供を求めることができる。
（庶務）
第８条　審議会の庶務は、政策推進部において処理する。

（委任）
第９条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に
諮って定める。
附　則

（施行期日）
１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　（大阪狭山市総合戦略策定委員会設置規則の廃止）
２　大阪狭山市総合戦略策定委員会設置規則（平成２７年大阪狭山市規則第２２号）は、廃止
する。
（経過措置）
３　この規則の施行後及び委員の任期の満了後、最初に行われる審議会の会議の招集は、第
５条第１項の規定にかかわらず、市長が行う。

令和６年３月３１日
規則第１２号

資料編

大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会規則／大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会経過

大阪狭山市総合計画・総合戦略審議会規則

大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会経過

議事の内容月　日年
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令和７年４月１日現在

資料編

大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会委員／大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会規程

大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会委員

副市長（委員長）
副市長（副委員長）
教育長
危機管理室長
政策推進部長
総務部長
健康福祉部長
まちづくり推進部長
市民生活部長
水政策部長
出納室長
議会事務局長
総合行政委員会事務局長
教育部長
こども政策部長

田中　斉

楠　弘和

竹谷　好弘

谷　義浩

古頃　孝司

田中　孝

山本　高久

古川　真一

鶴田　善道

三井　雅裕

森　浩子

山﨑　正弘

堀　慶祐

山田　裕洋

浜口　亮

氏　名構　成

（設置）
第１条　大阪狭山市総合計画基本構想及び基本計画（以下「総合計画」という。）並びに大阪狭
山市総合戦略及び大阪狭山市人口ビジョン（以下「総合戦略等」という。）を円滑に策定する
ため、大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会（以下「策定委員会」という。）を置く。
（所掌事務）
第２条　策定委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
（１）総合計画及び総合戦略等の基本的な策定方針案の決定に関すること。
（２）総合計画案及び総合戦略等案の最終的な総合調整及び作成に関すること。
（３）前２号に掲げるもののほか、総合計画案及び総合戦略等案の策定に係る重要事項に関すること。
２　策定委員会は、前項各号に掲げる事項について市長に報告するものとし、必要に応じて意
見を述べることができる。
（組織）
第３条　策定委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
（委員長及び副委員長）
第４条　策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は担当副市長を、副委員長は他の副
市長をもって充てる。
２　委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。
３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第５条　策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
２　策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
（部会）
第６条　策定委員会に部会を置くことができる。
２　部会は、委員長が指名する部会委員で組織し、策定委員会の所掌事務を分掌する。
３　部会に部会長を置き、委員長が部会委員のうちから指名する。
４　部会長は、部会の事務を掌理する。
（部会の会議）
第７条　部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
（資料提出等の要求）
第８条　策定委員会及び部会は、その所掌事務を遂行するため必要と認めるときは、関係者に
対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。
（プロジェクトチーム）
第９条　策定委員会の所掌する事務を円滑に推進するとともに、政策の意思決定過程への職員
の参加を促進するために、策定委員会に大阪狭山市総合計画・総合戦略プロジェクトチーム
（以下「プロジェクトチーム」という。）を置く。
２　プロジェクトチームの運営に関する事項は、別に定める。

大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会規程
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副市長
教育長
危機管理室長
政策推進部長
総務部長
健康福祉部長
まちづくり推進部長
市民生活部長
水政策部長
出納室長
議会事務局長
選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局長
農業委員会事務局長
固定資産評価審査委員会事務局長
教育部長
こども政策部長
その他委員長が必要と認める者

資料編

大阪狭山市総合計画・総合戦略策定委員会規程

附　則（平成３１年３月２９日規程第２号）
この規程は、平成３１年４月１日から施行する。

附　則（令和元年７月１日規程第３号）
この規程は、令和元年７月１日から施行する。

附　則（令和３年３月３１日規程第５号）
この規程は、令和３年４月１日から施行する。

附　則（令和６年3月3１日規程第3号）
（施行期日）
１　この規程は、令和６年４月１日から施行する。
（大阪狭山市総合戦略推進本部設置規程の廃止）
２　大阪狭山市総合戦略推進本部設置規程（平成２７年大阪狭山市規程第６号）は、廃止する。
別表（第３条関係）

（庶務）
第１０条　策定委員会の庶務は、政策推進部において処理する。
（委任）
第１１条　この規程に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附　則（平成１１年規程第１号）
この規程は、平成１１年１０月１日から施行する。

附　則（平成１５年７月１日規程第７号）
この規程は、平成１５年７月１日から施行する。

附　則（平成１５年７月１日規程第１２号）
この規程は、平成１５年７月１日から施行する。

附　則（平成１６年３月３１日規程第８号）
（施行期日）
１　この規程は、平成１６年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　改正前の大阪狭山市文書取扱規程、大阪狭山市当直規程及び大阪狭山市公用車管理規
程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ改正後の大阪狭
山市文書取扱規程、大阪狭山市当直規程及び大阪狭山市公用車管理規程の様式により作
成した用紙として使用することができる。

附　則（平成１７年３月３１日規程第５号）抄
（施行期日）
１　この規程は、平成１７年４月１日から施行する。
（経過措置）
33　改正前の大阪狭山市文書取扱規程、大阪狭山市当直規程及び大阪狭山市公用車管理規
程の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、それぞれ改正後の大阪狭
山市文書取扱規程、大阪狭山市当直規程及び大阪狭山市公用車管理規程の様式により作
成した用紙として使用することができる。

附　則（平成１９年３月３０日規程第４号）
この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附　則（平成２３年７月１日規程第１号）
この規程は、平成２３年７月１日から施行する。

附　則（平成２７年３月３１日規程第３号）
この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附　則（平成２８年３月３１日規程第３号）
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附　則（平成２８年３月３１日規程第４号）
この規程は、平成２８年４月１日から施行する。

附　則（平成２９年３月３１日規程第５号）
この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附　則（平成３０年４月２７日規程第１１号）
この規程は、平成３０年４月２８日から施行する。
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市民意識調査結果のうち、「住みよさの評価」及び「定住意向」については基本構想第2章第3節に掲載し

ていますが、そのほかの特徴的な点は次のようなものです。

◆大阪狭山市をずっと住み続けたいと思うまちにするために力を入れるべき分野としては、「子育てしやすいま
ちづくり」が39.6％と最も高く、次いで「福祉医療制度の充実」が30.1％、「高齢者が元気に活動できるまち
づくり」が29.3％、「徒歩や自転車で移動しやすい道路整備」が28.6％となっている。

◆全国的に人口減少が進むなか、活力ある社会をめざして大阪狭山市が力を入れるべきこととしては、「くらし
の安全・安心を守る」が35.6％と最も高く、次いで「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」が27.8％、「地域
への新しいひとの流れをつくる」が16.3％となっている。

◆幸せであるために重要だと思うことは、「自分や家族の健康状況」が70.9％と最も高く、次いで「経済的余裕
（家計の状況）」が57.6％、「家族との人間関係」が30.7％となっている。

30.1

29.3

28.6

24.1

23.2

20.0

19.4

19.1

18.0

8.5

4.9

4.8

4.4

4.2

4.0

1.6

3.2

1.1無回答

その他

リサイクルなど環境に配慮したまちづくり

スポーツなどを通じた健康づくり

多彩な文化活動の展開

観光振興などのにぎわいづくり

製造業などの元気な産業づくり

公園や水辺などのうるおいある環境づくり

学校教育の充実

美しいまちなみの形成

駅周辺の整備

犯罪や交通事故防止など安全の確保

救急・防災などの緊急時体制の確保

徒歩や自転車で移動しやすい道路整備

高齢者が元気に活動できるまちづくり

福祉医療制度の充実

子育てしやすいまちづくり

◆大阪狭山市をずっと住み続けたいと思うまちにするために力を入れるべき分野

◆活力ある社会をめざして大阪狭山市が力を入れるべきこと

◆幸せであるために重要だと思うこと

生涯学習の機会や場づくり

活発な住民活動の展開

10 20 30

39.6

（％）400

n=1,230

資料：令和６年度『第五次大阪狭山市総合計画
中間見直し』に関する市民意識調査報告書

n=1,230

資料：令和６年度『第五次大阪狭山市総合計画
中間見直し』に関する市民意識調査報告書

n=1,230

資料：令和６年度『第五次大阪狭山市総合計画
中間見直し』に関する市民意識調査報告書

資料編

市民意識調査結果の概要

市民意識調査結果の概要

35.6

27.8

16.3

16.1

2.0

2.2

くらしの安全・安心を守る

結婚・出産・子育ての希望をかなえる

地域への新しいひとの流れをつくる

安定した雇用を創出する

その他

無回答

（％）

（％）

10 20 30 400

70.9

57.6

30.7

23.9

22.3

21.9

9.2

8.4

8.3

7.6

6.3

6.0

5.3

4.1

1.5

1.1

自分や家族の健康状況

経済的余裕（家計の状況）

家族との人間関係

仕事と生活のバランス

友人・交友関係

充実した余暇・趣味

１人で過ごす時間

就業状況（仕事の有無・安定）

仕事の充実度

地域コミュニティや近隣との関係

職場の人間関係や職場環境

誰かと過ごす時間

社会貢献や生きがい

追い求める夢や理想を持つこと

その他

無回答

20 40 60 800



118　第五次大阪狭山市総合計画（改訂版） 第五次大阪狭山市総合計画（改訂版）　119

資
料
編

1．貧困をなくそう
自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上で最も適したポジションにいます。各自治体
において、すべての市民が必要最低限の暮らしを確保することができるよう、きめ細やかな支援策
が求められています。

2．飢餓をゼロに
自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して農業や畜産などの食料生産の支援を行うことが
可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。公的・私的な土地で都市農業を含む食
料生産活動を推進し、安全な食料確保に貢献することもできます。

3．すべての人に健康と福祉を
住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も住民の健康維持に
貢献しています。都市環境を良好に保つことが住民の健康状態を維持・改善に必要であるという研
究も報告されています。

4．質の高い教育をみんなに
教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は非常に大きいとい
えます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校教育と社会教育の両面における自治体
行政の取組みは重要です。

5．ジェンダー平等を実現しよう
自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組みは大変重要です。また、自治体行政や社会
システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審議会委員等における女性の割合を
増やすのも重要な取組みといえます。

6．安全な水とトイレを世界中に
安全で清潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は自治体の行政サー
ビスとして提供されることが多く、水源地の環境保全を通して水質を良好に保つことも自治体の
大事な責務です。

7．エネルギーをみんなにそしてクリーンに
公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省／再エネ対策を推進す
るのを支援する等、安価かつ効率的で信頼性の高い持続可能なエネルギー源利用のアクセスを増
やすことも自治体の大きな役割といえます。

8．働きがいも経済成長も
自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の創出に直接的に関与することが
できます。また、勤務環境の改善や社会サービスの制度整備を通して労働者の待遇を改善すること
も可能な立場にあります。

9．産業と技術革新の基盤をつくろう
自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域経済の活性化戦略
の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たなイノベーションを創出することにも貢献す
ることができます。

SDGsの17のゴール目標

資料編

SDGsの17のゴール

SDGsの17のゴール

10．人や国の不平等をなくそう
差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主導的な役割を担うことができます。少数意見を
吸い上げつつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが求められています。

11．住み続けられるまちづくりを
包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や自治体行政職員に
とって究極的な目標であり、存在理由そのものです。都市化が進む世界の中で自治体行政の果たし
得る役割は益々大きくなっています。

12．つくる責任つかう責任
環境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。これを推進するた
めには市民一人ひとりの意識や行動を見直す必要があります。省エネや3Rの徹底など、市民対象の
環境教育などを行うことで自治体はこの流れを加速させることが可能です。

13．気候変動に具体的な対策を
気候変動問題は年々深刻化し、既に多くの形でその影容は顕在化しています。従来の温室効果ガス
削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策の検討と策定を各自治体で行うことが
求められています。

14．海の豊かさを守ろう
海洋汚染の原因の8割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの中で発生した汚染
が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように臨海都市だけでなくすべての自治体で汚染
対策を講じることが重要です。

15．陸の豊かさも守ろう
自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を有するといえます。
自然資産を広域に保護するためには、自治体単独で対策を講じるのではなく、国や周辺自治体、
その他関係者との連携が不可欠です。

16．平和と公正をすべての人に
平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の多くの市民の参画
を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも自治体の役割といえます。

17．パートナーシップで、目標を達成しよう
自治体は公的／民間セクター、市民、NGO/NPOなどの多くの関係者を結びつけ、パートナーシップ
の推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世界を構築していく上で多様な主体の協力
関係を築くことは極めて重要です。

SDGsの17のゴール目標
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SDGsの17のゴール
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17施  策施策の大綱

1
子どもや若者の
未来が輝く
まちづくり

2
健康でいきいきと
暮らせるまちづくり

3
自然と調和した
活力のある

快適なまちづくり

4
豊かな心と文化を
育むまちづくり

5
安全で安心できる
まちづくり

6
施策の推進に向けて

①安心して子育てがで
きる環境づくり

②生きる力を伸ばす教
育環境づくり

③子どもや若者の健全
育成

④地域福祉の推進

⑤健康づくりや医療体
制の充実

⑥高齢者が安心して暮
らせる地域づくり

⑦障がいがある人の自
立と社会参加の促進

⑧社会保障制度の安定
的な運営

⑨快適で魅力ある都市
空間の形成

⑩便利で快適な道路交
通環境の形成

⑪水とみどり豊かなうる
おいのある環境づくり

⑫地域から始める地球
にやさしい環境づくり

⑬産業の振興によるに
ぎわいの創出

⑭生涯学べる環境づくり

⑮市民文化・歴史文化
の振興

⑯互いに人権を尊重す
る共生社会づくり

⑰防災・防犯対策の強化

⑱消防・救急体制の強化

⑲安心できる消費生活
の支援

⑳市民とともにつくる参
画と協働のまちづくり

㉑情報共有と発信の充実

㉒持続可能な行財政運営

資料編

総合計画の施策とSDGsの17のゴール／用語解説

総合計画の施策とSDGsの17のゴール 用 語 解 説

● アピアランスケア 58,59

用　　　語 掲載ページ 解　　　説

がん治療（抗がん剤、放射線など）によって起こる脱毛、肌や爪の変化、手
術による傷跡など、外見の変化に伴う患者さんの身体的・精神的・社会的
な苦痛を和らげるためのケア。

12,68,69

12,51,100,
103

12,68,69,
71,72

● ＩｏＴ

● ＩCＴ

69

91

● アセットマネジメント

Internet of Thingsの略称。コンピュータなどの情報・通信機器だけでな
く、世の中に存在するさまざまな物体（モノ）に通信機能を持たせ、イン
ターネットに接続したり、相互に通信することにより、自動認識や自動制
御、遠隔計測などを行う。

Information and Communication Technologyの略称。情報・通信に関
する技術の総称。

広義には、投資用資産の管理を実際の所有者・投資家に代行して行う業
務。公共施設においては、施設の損傷・劣化等を将来にわたり把握するこ
とにより、最も費用対効果の高い維持管理を行う。

79● エコ農産物

農薬や化学肥料の使用量を基準（慣行栽培の５割）以下に削減して栽培
された農産物で、生産計画とともに届出を行い、行政に認証されたもの
をいう。大阪府では、指導員が農家への技術指導や農産物の認証事務を
行っている。

● 安全安心推進リーダー
「安全安心スクール」で、すべてのプログラムを受講し、「安全安心推進
リーダー認定証」の交付を受けた人。

32● ウォーカブル
人々が集い、憩い、多様な活動を繰り広げられる「居心地が良く歩きたく
なるまちなか」。本市も、国土交通省の「まちなかウォーカブル推進プログ
ラム」に賛同し、歩きたくなる空間形成をめざす。

11,27,41,76● ＳＤＧｓ
Sustainable Development Goalsの略称。国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」の中核を成す「持続可能な開発
目標」のこと。

75,76● ＮＰＯ
Non-Profit Organization又はNot-for-Profit Organizationの略称。さま
ざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配すること
を目的としない団体の総称。

74● エリアマネジメント
一定のエリアを対象に、民間が幅広く主体的にまちづくりや地域経営（マ
ネジメント）を積極的に行い、地域における良好な環境や地域の価値を
継続的に維持・向上させるための手法。

61● いきいき百歳体操
地域に住む高齢者の誰もが参加できる介護予防体操。主に自治会や老人
クラブなどで実施されている。

95,100,101● ＳＮＳ
Social Networking Serviceの略称。インターネット上において、利用者が
相互交流や情報発信を行うためのサービス。

● ＡＩ Artificial Intelligenceの略称。人工知能。

12● ウェルビーイング
   （Well-Being）

「良い（Well）」と「状態（Being）」を組み合わせた言葉で、心身ともに満た
され、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。

あ  行



122　第五次大阪狭山市総合計画（改訂版） 第五次大阪狭山市総合計画（改訂版）　123

資
料
編

資料編

用語解説

か  行

用　　　語 掲載ページ 解　　　説

26● ＬＧＢＴ

レズビアン（Lesbian）、ゲイ（Gay）、バイセクシュアル（Bisexual）、トランス
ジェンダー（Transgender）の頭文字で、多様な性のあり方を表す言葉。レ
ズビアンは女性の同性愛者、ゲイは男性の同性愛者、バイセクシュアルは
両性愛者、トランスジェンダーは自認する性と出生時に割り当てられた法
律上の性が異なる人。

68,69● 大阪広域水道企業団
水道用水供給事業、水道事業、工業用水道事業を行う、大阪府内の42市
町村が共同で設立した特別地方公共団体。

74● 環境教育
人間と地球環境とのかかわりについて理解を深め、環境の回復、創造に
向けた知識や関心を高める教育。

61● 高齢者SNSネットワーク
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるように、関
係機関、協力機関等でつくるネットワーク。

79,80● 大阪狭山ブランド
大阪狭山の魅力発信、都市イメージの発信・向上に大きく寄与できるもの
として、本市商工会に設置された「大阪狭山ブランド認定委員会」が認定
した地域資源を活用した商品・サービスなどをいう。

63● 基幹相談支援センター
障がいがある人やその家族の最初の相談窓口となるほか、相談支援事業
所等に対する専門的な指導・助言を行う、地域の障がい福祉に関する相
談支援の中核的な役割を担う機関。

93● 救急安心センターおおさか
救急車を呼んでもいいか迷ったとき、24時間365日、看護師や相談員が医
師の支援体制のもと、病気やけがの緊急性を判断し、救急車の要請、応急
手当の指示、適切な救急病院の案内を行う機関のこと。

51● コミュニティ・スクール
学校運営協議会制度による、学校と保護者や地域住民がともに知恵を出
しあい、学校運営に意見を活かしながら、協働して子どもたちの豊かな成
長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。

59● ゲートキーパー
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、
声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる
人のことで、「命の門番」とも位置づけられている。

54● 上初湯川ふれあいの家

和歌山県日高郡日高川町にある野外活動施設。小学校跡を改築・整備し
た施設で、平成14年（2002年）に友好都市である本市と当時の和歌山県
日高郡美山村が住民相互の交流を一層深めるため、大阪狭山市の市民及
び各種団体が優先利用できることを目的として、本施設の利用に関する
協議書を締結している。

75,76,77● 温室効果ガス
大気中の二酸化炭素やメタンなど、太陽からの熱を地球に封じ込め、地
表を暖める働きを持つガスの総称。石炭、石油などの使用量の増大に伴
い、温室効果ガスの大気中の濃度は増加している。

103● ガバメントクラウド 国や地方公共団体などが共同で利用する政府共通のクラウド基盤。

58● 健康寿命 日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のこと。

71,72● 交通モビリティ 地域や個人における移動手段。

● 再生可能エネルギー 27,76

用　　　語 掲載ページ 解　　　説

自然環境の中で、繰り返し取り出すことができるエネルギーの総称。代表
的なものとして、太陽光のほかに、太陽熱、地熱、水力や風力などがある。

23,69

23,69

● 市街化区域

100● シティプロモーション

都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内
に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

地方公共団体が行う「宣伝・広報・営業活動」のこと。地域のイメージ向上
やブランドの確立をめざし、移住促進や地域経済の活性化などを目的と
した取組み。

68● 循環型節水社会
限りある水資源を有効に利用するとともに、持続可能な形で循環させな
がら利用していくことで環境への負荷を低減することを目的として、節
水・雨水利用など、水利用が合理化された社会のこと。

58,59● 初期救急医療

住民に身近な地域の救急告示病院やその他の病院等の医療機関が、症
状が比較的軽症で、入院治療の必要がない患者の受け入れを行うこと。
南河内南部広域小児急病診療体制による夜間急病診療（輪番による指
定病院、365日毎夜）や休日急病診療（大阪狭山市休日診療所や富田林病
院）がその例として挙げられる。

36,57● 重層的支援体制
介護・障がい・子ども・困窮の各法に基づく相談支援を一体的に行うことに
より、対象者の属性を問わず、複合・複雑化した支援ニーズに対応する体制。

● 新型コロナウイルス感染症
世界規模で拡大している感染症で、ウイルス性の風邪の一種。正式名称は、
世界保健機関（WHO）により「COVID-19（coronavirus disease 2019）」という。

44● Society5.0
サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）とを高度に融合さ
せたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立させる、人間中
心の社会（Society）。

86
● 男女共同参画推進センター
「きらっとぴあ」

男女共同参画社会を実現するための拠点。男女共同参画に関する情報提
供や学習の場として、図書や雑誌、パンフレットなどの資料を設置し、また、
さまざまなテーマの講座・学習会などを開催している。

100● シビックプライド 都市に対する市民の誇りをさす呼称。

さ  行

た  行

63● ショートステイ
自宅で介護を行っている人が、病気などの理由により介護を行うことが
できない場合に、障がい者に障がい者支援施設や児童福祉施設等に短期
間入所してもらい、入浴・排泄・食事等の必要な介護を受けてもらうこと。

51,52,54● 地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して、子どもたちの学びや成長を支える活動のこ
と。読み聞かせ、登下校の見守り、職場体験の受け入れ、放課後の学習支
援など、地域全体で子どもたちを育てる取組み。

14,83,99● 市民活動支援センター
市民と行政との協働によるまちづくりの推進を図る拠点。市民活動に関
する情報提供、調査研究やボランティア及び市民活動団体の支援につな
がる各種事業などを展開している。

● 市街化調整区域
都市計画区域のうち、市街化を抑制する区域。無秩序な市街地の拡大を
防止し、農地や自然環境を保全していくことを目的とする。

11,12,58,78,
79,98,102
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63● 地域活動支援センター
障がい者等が通所し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との
交流の促進等の便宜を供与する施設。

90,91● 地域防災リーダー
地域の防災分野で活躍する人材を育成する目的で創設した「防災士資格
取得補助制度」を利用して、防災士資格を取得した人のこと。

● 地域就労支援センター
就職困難者等に対する雇用、就労問題に関する相談や求人・求職情報を
提供する窓口。

36,56

78

● 地域共生社会

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地
域住民や地域の多様な主体が 「我が事」として参画し、人と人、人と資源
が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らし
と生きがい、地域をともに創っていく社会。

91● 地域防犯ステーション

金剛駅西口地域防犯ステーションは、金剛駅前周辺の防犯拠点として市
が設置した施設であり、市民ボランティア団体に土日祝日や年末年始を
含めて年３６５日の常駐業務などの運営を委託している。
また、すべての小学校区に設置されている地域防犯ステーションは、小学
校の余裕教室等を活用した防犯拠点のことで、各校区の住民（自治会、青
少年指導員、ＰＴＡなど）で構成された運営委員会により、学校と地域の
安全の両方を守る取り組みが行われている。

60,61● 地域包括ケアシステム
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ
るよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域の
包括的な支援・サービス提供体制。

78● 「楠公さん」大河ドラマ
　誘致協議会

「楠公さん」ゆかりの地などが自治体連携を行いながら、交流人口の増加
や産業振興、観光振興、文化財の活用などと連動した地域の活性化を図
るため、大河ドラマの誘致を行うことを目的としている。

57● 地区福祉委員会
地域内の「福祉のまちづくり」の推進を目標に、自治会や老人クラブなどの
各種団体や関係機関の代表、民生委員・児童委員などで構成された社会
福祉協議会の内部組織として概ね小学校区単位で結成されている委員会。

12,79● テレワーク
ICTを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方。「tele=離れた
所」と「work=働く」をあわせた造語である。在宅勤務、モバイルワーク、サ
テライトオフィス勤務などがあげられる。

9● 地域ビジョン 「大阪狭山市まちづくり円卓会議条例」第8条に規定する「校区の将来像
及びそれを達成するための事業計画」。

61● 地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、介護保険や福祉サー
ビスを適切に利用するため、社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーな
どの専門スタッフが総合的な相談や権利擁護、介護予防のケアプランの
作成などの支援を行う機関。

12,103● デジタルデバイド 情報通信技術（ICT）へのアクセスや利用の格差。

103● 内部統制システム 事務手続きを可視化し、モニタリングする一連の流れ。

資料編

用語解説

● ニート 53,54

用　　　語 掲載ページ 解　　　説

Not in Education,Employment or Training（就学、就労、職業訓練のいず
れも行っていない若者）の略称。国では若年無業者のことをいい、「15～34
歳の非労働力人口のうち、通学、家事を行っていない者」と定義している。

78
●  西高野街道観光キャン
ペーン協議会

「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されたことを契機に、西高
野街道を中心とする地域の観光魅力のＰＲを行うとともに、観光客の受
け入れ体制の充実と観光客の誘致を促進することを目的としている。

49,50● 認定子育てサポーター
地域の子育て家庭を支援するため、市の独自施策として、子育てや保育経
験のある市民を対象に、養成講座を開催し、修了者をサポーターとして認
定するもの。

64,78,79● ハローワーク
求職者や求人事業主の方に対して、全国の豊富な求人情報をもとにした
職業紹介のほか、雇用保険、雇用対策などのさまざまなサービスを提供
する国（厚生労働省）が運営する総合的雇用サービス機関。

78● 農地中間管理機構

高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなった農地を借り
受け、認定農業者や集落営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関。
都道府県に1つずつ設置され、農地の集約化や耕作放棄地の解消の推進
などの役割を担う。

61● 認知症サポーター
認知症についての正しい知識と理解を持ち、認知症の人やその家族に対し
てできる範囲で見守り活動をする応援者。「認知症サポーター養成講座」を
受講することで認知症サポーターに認定される。

64● 8050問題
ひきこもりの長期化、高齢化から引き起こされる社会問題。主に50代前後の
ひきこもりの子を80代前後の親が養っている状態をさす。

78
● 華やいで大阪・南河内観光
キャンペーン協議会

NHK大河ドラマ「太平記」の放映を契機に、南河内を中心とする大阪の観
光魅力のPRを行うとともに、観光客の受け入れ体制の充実と観光客の誘
致を促進することを目的として、平成２年12月に設立された。現在は、南
河内観光PRキャラバン事業やみなみかわち歴史ウォーク事業などを通じ、
南河内の観光魅力を広くPRしている。

は  行

74● ネイチャーポジティブ
生物多様性の損失を食い止め、令和１２年（2030年）までにその損失を反
転させ、自然を回復軌道に乗せるという国際目標。

68● ビッグデータ
大量、高速、多様性があるデータ。ツールで分析することにより、人力では
出すことが困難な分析結果を得ることができる。

101● パブリックコメント
計画や条例などの策定や変更をするときに、その内容を案の段階で市民
に公表し、その案に対して寄せられた意見や提案、要望などを考慮しなが
ら、最終的な意思決定を行う制度。

56● 2025年問題

団塊の世代が全て75歳以上となることで起こると予測されるさまざまな
問題。高齢者人口の急激な増加や、疾病構造の変化に伴う支え手となる
現役世代への負担の増加、要介護・要支援認定者や認知症患者などの支
援を必要とする方の増加など、多くの問題が指摘されている。
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57,91● 避難行動要支援者

高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を必要とする人のうち、災害が
発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難
で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする人。

9,14,98,99● まちづくり円卓会議
地域内の自治会（地区会）や住宅会、NPO、市民活動団体、事業者などが
中学校区を単位として、一堂に会してまちづくりについて話し合い、「地域
のことは地域で考える」ことを実践するまちづくり制度。

● ５Ｇ ５th Generation（第5世代移動通信システム）の略称。次世代無線
通信規格。

12

101● ふるさといきいきカード 市民が市政への提案・要望・意見を市へ送る問い合わせフォームのこと。

57● ユニバーサルデザイン
障がい者や高齢者、外国人、男女などそれぞれの違いにかかわらず、すべ
ての人が暮らしやすいようにまちづくり、ものづくり、環境づくり等を行う
考え方。

82● ライフステージ
乳幼児期、学童期、青年期、壮年期、高齢期など、人生の年代ごとの段階の
こと。

57● 福祉教育 「ふだんのくらしのしあわせ」 を誰もが実現できるよう、地域の人々や課題
と関わり、多様性を理解し、支え合う「ともに生きる力」を育む学び。

78● 北条五代観光推進協議会

北条氏にゆかりのある行政及び観光協会が連携し、北条氏のさまざまな
偉業や魅力を活用した観光事業を展開することにより、北条氏ゆかりの
地として歴史や文化を広く全国に紹介し、地域の活性化を図ることを目的
としている。

や  行

ら  行

12,86,87● ワーク・ライフ・バランス
「仕事」と、育児や介護、趣味や学習、地域活動などの「仕事以外の生活」と
の調和をとり、その両方を充実させる考え方。

わ  行

56● ヤングケアラー
子ども・若者育成支援推進法において、「家族の介護その他の日常生活上
の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」。

資料編

用語解説／市民憲章／市歌

市民憲章／市歌

作詞:中井明子、補作・作曲:早野柳三郎

わたくしたちは

わたくしたちの狭山は、金剛、葛城をあおぎ、

水豊かな狭山池の美しい自然と

古い歴史に恵まれたのびゆくまちです。

わたくしたちは、このまちに住むことに誇りをもって、

よりよいまちを築くために、

みんなの願いをこめて、この憲章を定めます。

一． 思いやりの芽を育て、明るく楽しいまちをつくりましょう。

一． 自然を愛し、美しく住みよいまちをつくりましょう。

一． 健康で働くよろこびをもち、心豊かなまちをつくりましょう。

一． 教養を高め、知性に満ちた文化のまちをつくりましょう。

一． 幸せを願い、夢と希望のあるまちをつくりましょう。

【市民憲章】

【市歌】

三．春は桜の花影や

田の面につばめゆきかいて

心をつなぐ人の和に

わがふるさとのあたたかき

光にみちた愛の街

大阪狭山市望みあれ

一．金剛山の山なみを

水面にうつす狭山池

古よりも栄えきて

水鳥泳ぐ永遠の

希望にもえる平和都市

大阪狭山市栄えあれ

二．松のみどりの美しく

学園都市の誇りあれ

すべての人よ学べとて

手をたずさえて伸びてゆく

未来を担う文化都市

大阪狭山市誇りあれ
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水・ひと・まちが輝き
みんなの笑顔を未来へつなぐまち

第五次大阪狭山市総合計画
改訂版
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